
H22.11.7 市民事業専門委員会 
 

市民事業交流会（中間報告会） 第２部グループワーク  
 
＜ 市民事業支援制度の見直しのねらい＞ 
 １ 市民事業支援制度の目的 
   水源環境の保全・再生に係る県民主体の取組の推進を図るため、市民事業の活

性化や新たな市民事業の発生が期待される市民団体等の事業を財政的に支援。 
（特別対策事業、普及・教育啓発事業、調査研究事業が対象） 
 

 ２ これまでの補助実績 
平成20年度 20団体35事業に対して、778万９千円を補助 
平成21年度 21団体40事業に対して、850万４千円を補助 

 
 ３ これまで実施した制度改善（何れも市民事業専門委員会からの提言による） 
    (1) 選考時期の改善（平成21年度対象事業から） 
     年度当初から補助事業開始を希望する団体が多いことから、募集・選考を前

年度内に行うこととした。 
 

(2)  補助金の見直し（平成21年度対象事業から）  
 ①  各市民事業の規模に応じて継続的に支援するため、「資機材の購入」につ 

いて、補助累計額が50万円に達するまでは継続して補助することが出来る

こととした。 
 ② 普及啓発・教育事業及び調査研究事業について、団体が自立していくた 

めには、率先して他の補助金を取得するよう促す必要があることから、他の

補助金を控除経費としないこととした。 
 

(3) 財政面以外の支援の見直し（平成21年度から） 
 ① 県が団体活動に役立つ情報を一元的に集約し、情報提供により支援する 

ため、県ＨＰに「水源環境を守る市民活動情報館」のページを作成した。 
 ② 団体からの事業進捗状況の報告及び団体相互のネットワークづくりを通 

じた市民事業の拡大・拡充を目的とした市民事業交流会（中間報告会）を開

催することとした。 
 
 ４ この度の市民事業支援制度の改善のねらい 
    ① 貴重な水源環境保全税を財源に実施している現在の市民事業等支援制度は、

その目的である「水源環境の保全・再生のための県民主体の取組の推進」に資

する制度になっている必要があります。 
  ②「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」が施行されて今年で4年目とな

り、現在、次期の実行５か年計画について検討が進められております。そこで、

５か年計画における12の特別対策事業の一つとして位置づけられている市民事

業等支援制度についても、見直しを行うことといたしました。 
③ 水源環境保全・再生かながわ県民会議では、この市民事業等支援制度をより 

良いものとしていくためにも、現在の制度について評価を行うとともに、皆様

方のご意見を踏まえながら、県に対して提言を行っていきたいと考えておりま

す。 
④ そこで、現在の市民事業等支援制度が、その目的である「水源環境の保全・ 
再生のための県民主体の取組の推進」に資する制度になっているかについて、

県民会議委員と補助団体の皆様によって評価を行うこととしました。 



 
５ 市民事業支援制度評価の視点 
(1) 事業活動を通じた制度評価の視点 

① 活動内容に広がりや深まりがみられたか 
② 新たな関係性が構築されているか 
③ 事業が継続的に展開されているか 
④ 団体の自立につながっているか 
⑤ 水源環境の保全・再生に資する事業か 

 
(2) 利便性等から見た制度評価の視点 
① 利用しやすい支援制度となっているか 
② 水源環境の保全・再生に係るネットワークが構築出来ているか 
③ 目的達成に資する制度になっているか 

 
６【市民事業モニター実施状況】 

回 実施日 モニター団体 モニター事業 実施箇所 

七沢里山づくりの会 
森林の保全・再生事業 

普及啓発・教育事業 
厚木市七沢 

１ 22.8.8(日) 

伊勢原森林里山研究会 
森林の保全・再生事業 

森林の保全・再生以外の事業 
伊勢原市日向 

四十八瀬川自然村 
森林の保全・再生事業 

普及啓発・教育事業 
秦野市菖蒲 

２ 22.8.22(日) 

しのくぼ 
森林の保全・再生事業 

普及啓発・教育事業 
大井町篠窪 

丹沢森林環境研究所 調査研究事業 山北町川西 

共和地域振興会 森林の保全・再生事業 山北町皆瀬川 ３ 22.8.23(月) 

北丹沢山岳センター 森林の保全・再生以外の事業 相模原市青根 

４ 22.9.10(金) 河川生物研究クラブ 普及啓発・教育事業 相模原市橋本 

海老名里山づくりボラ

ンティア山仕事の会 
森林の保全・再生事業 海老名市上今泉 

５ 22.9.27(月) 

きれいな中津川菁莪の会 森林の保全・再生以外の事業 厚木市下入川 

 


